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1. はじめに 

 インドネシア政府は、「『雇用創出法に関する法律代行政令 2022 年第 2 号』の決

定に関する 2023年法律案」（以下「Draft Law 2023」）を起草し、インドネシアの国

会/Dewan Perwakilan Rakyat（以下「DPR」）に提出致しました。 

 本 Draft Law 2023 は、「雇用創出法に関する法律代行政令 2022 年第 2 号（以下

「Perppu 2/2022」）」を法律にするために起草されたものとなります。 

 

 

2. 背景 

 インドネシア政府は、2020年 11月 2日にオムニバス法とも呼ばれる「雇用創出に

関する法律 2020 年 11 号」（以下「オムニバス法」）を施行したものの、その後、

2021 年 11 月 25 日に憲法裁判所は、同法令の立法手続きに瑕疵があったとして、条

件付違憲判決（Decree No.91/PUU-XIII/2020）を下しています。 

 インドネシア政府は、当該違憲状態の治癒のため、2022 年 12 月 30 日に、オムニ

バス法と大きく内容をほぼ同じくする Perppu 2/2022 を公布しています。この Perppu 

2/2022 は、公布と同時に施行されているものの、立法機関の承認を受けていないた

め、法律/Undang-undang として恒久的に効力を持つためにはインドネシアの国会

（DPR）の承認が必要となります。このため、政府は、Perppu 2/2022を法律/Undang-

undangとするために Draft Law 2023を起草し、DPRに提出いたしました。 

  

3. 最新の状況 

 2023年 2月 15日、DPRは地方代表議会/Dewan Perwakilan Daerahとの合同会議を開

催し、Draft Law 2023を DPRの本会議に上程することを承認しました。 

 

4. Draft Law 2023の内容 

 本 Draft Law 2023は Perppu 2002/2の法制化を規定しており、Perppu 2/2022はオム

ニバス法と内容をほぼ同じくしています。 

 

5. 結論 

現状、DPRから更なるアナウンスはまだなされておりませんが、Draft Law 2023は、

今後 DPR の本会議で批准・公布され、大統領による署名がなされると、法律

/Undang-undangとなります。 

  



 

  

◆ One Asia Lawyers  ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリ

ーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 

Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律

のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサー

ビスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legalまたは info@oneasia.legal ま
でお願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メ

ンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解

であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条

文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず

各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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